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表紙

株主各位

第73回定時株主総会招集ご通知
【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項】

１、事業報告の「６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他の業務の適正を確保するための体制

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

２、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

３、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

上記の事項につきましては、法令及び定款14条第②項の定めに基づき、書面交付請求をいただいた株主
様に対して交付する書面には記載しておりません。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　その他の業務の適正を確保するための体制
　当社は、2015年６月26日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部を改定することを
決議しております。
　この基本方針に基づき、業務の適正を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目
指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。

１. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの取締役及び使用人が法令及び

定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範としてナカバヤシ・グループ倫理
規範及びコンプライアンス・マニュアルその他規定を制定する。

（２）当社に内部統制推進室を設置し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備・維持・運用を推進し、取締
役会ならびに監査等委員会に定期的に報告する。

（３）当社の内部監査室は、内部統制推進室と連携の上、当社及び当社グループ会社に対する内部監査を実施し、
定期的に監査等委員会にその状況を報告する。

（４）当社は、当社グループ会社の取締役及び使用人が、当社内部統制推進室又は外部の弁護士に対して直接通報
を行うことができる内部通報制度を設置する。

２. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、稟議書等の決裁書類等、取締役の職務の執行に係る情報は、
文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。当社の取締役及び監査等委員は、文書管理規
程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

３. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）当社は、当社グループのリスク管理について定めるリスク管理規程において、リスクカテゴリーごとの責任

部署を定め、内部統制推進室が当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
（２）当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、「事業継続計画」を策定し、

当社及び当社グループ会社の役員及び使用人に周知する。

４. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎

事業年度ごとの当社グループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。
（２）当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規則のほか、職務権限規程、業務分掌

規程、稟議規程を制定する。当社グループ会社においても、その規模等に準じた職務権限規程・業務分掌規
程・組織図等の整備を行わせるものとする。

５. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（１）当社は、内部統制推進室において当社グループ全体の内部統制を統括し、グループ各社における内部統制の

実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。
（２）当社は、関係会社管理規程において、当社グループ会社に対し、営業成績、財務状況その他一定の経営上の

重要事項について、定期的に当社に報告することを義務付けることとし、一定の重要性基準を満たすものは
当社の取締役会決議事項とする。

６. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　当社は、監査等委員会の職務を補助するため、内部監査室を設置するとともに、内部統制推進室において監査等
委員会への情報提供体制を整備・構築する。

－ 1 －



2023/05/26 10:20:44 / 23986817_ナカバヤシ株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

７. 当社の監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当
該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　内部監査室に所属する使用人の人事異動・人事評価については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することと
する。また、監査等委員会の職務を補助すべく指示を受けたものは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
その他使用人からの指示命令を受けない旨の規定を職務権限規程、業務分掌規程等に明記する。

８. 当社の監査等委員会への報告に関する体制
（１）当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実につ

いては、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
（２）内部統制推進室を当社又は当社グループ会社の内部通報制度の担当部署とし、当社グループの役員及び使用

人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う。

９. 当社の監査等委員会に対して報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

10. 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求をし
たときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でない
と認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

11. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状

況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
（２）当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて専門の弁護士、公認会

計士等の助言を受ける機会を保証する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は、中長期的な企業価値の持続的向上のために内部統制が重要な要素であることを重視し、2015年４月１
日に内部統制推進室を設置しました。また、改正会社法により創設された監査等委員会設置会社が当社にとって最
適な会社形態であると判断し、2015年６月26日開催の第65回定時株主総会の決議をいただき、監査等委員会設置
会社に移行いたしました。これに伴い、取締役会から常務会に一定基準に基づく権限委譲を行い、経営の機動性・
効率性を確保するとともに取締役会の監督機能を強化し、ひいては内部統制システムの質的向上を図ってまいりま
した。2022年２月25日には人権重視の視点を補強したコンプライアンス・マニュアルの改定を行いました。内部
通報制度においては、内外の通報窓口を運用してのグループ全体の運用を行い、仕入れ先等の取引先グループ会社
からの通報にも対応しております。また、リスク管理面では、新型コロナウイルス感染症に関しＢＣＰ計画及び対
策ガイドラインに基づきコンプライアンス委員会内に対策本部を設置し対応を行いました。2019年10月に当社
は、日本年金機構の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受
け、以降、同委員会の検査に全面的に協力してまいりましたが、2022年３月３日に、同委員会より、独占禁止法
に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。株主の皆様には、ご迷惑
とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当社は、排除措置命令および課徴金納付命令を厳粛かつ真摯に受
け止め、これまで進めてきた再発防止への取組の一層の強化を図るとともに、上記の公正取引委員会による立ち入
り検査後、社長自ら、全役員・従業員に対し、談合の根絶を宣言するとともに、トップダウンでコンプライアンス
を徹底する意思を従業員に周知しております。
　当期におきましては、日本年金機構より2023年3月2日に「不正行為に係る損害賠償請求の方針について」と題
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する文書等により通知を受け、その対応を慎重に検討してまいりましたが、結果として機構からの請求額を支払い
ました。引き続き独占禁止法をはじめとする法令遵守に関する社内研修やモニタリング体制の一層の強化・充実を
進めており、コンプライアンス経営を徹底してまいります。また、2023年２月24日の取締役会において、従前の
常務会を発展的に解消し、新たに経営会議を設置することを決議しました。権限委譲の再整備を行うとともに、今
まで以上に経営にかかる機動性・効率性を確保して取締役会の監督機能を強化し、内部統制システムの質的向上を
図ってまいります。
　なお、内部監査室については、業務執行側からの指揮命令系統離脱を明文化し、定期的に内部監査を実施すると
ともに精度向上に努めております。また、監査等委員会および監査人との連携も密に実施しております。
　2021年５月14日に策定いたしました2022年３月期から2024年３月期までの中期経営計画は、「収益力の強
化」「成長力の推進」「株主価値の向上」を中期基本方針とし、各事業年度のグループ連結売上高、経常利益、経
常利益率、ＲＯＥ数値を目標に掲げ、当期においても年３回開催される関係会社会議、同じく年３回開催される営
業会議において、進捗管理、情報把握を行いました。また、財務内部統制活動を通じ、関係会社の財務内部統制を
実施しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日 ）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当期首残高 6,666 8,515 11,399 △723 25,858

当期変動額

剰余金の配当 △328 △328

親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △666 △666

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 17 16

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 428 428

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 427 △995 16 △551

当期末残高 6,666 8,943 10,404 △706 25,307

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 730 10 134 127 1,003 1,642 28,504

当期変動額

剰余金の配当 △328

親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △666

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 16

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 428

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 117 △1 △18 △203 △106 △965 △1,071

当期変動額合計 117 △1 △18 △203 △106 △965 △1,623

当期末残高 847 9 116 △76 897 677 26,881

(単位：百万円)
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連結注記表

継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数及び連結子会社の名称
　①連結子会社の数　　　　18社
　②連結子会社の名称

　　島根ナカバヤシ株式会社、フエル販売株式会社、株式会社ミヨシ、リーマン株式会社、
　日本通信紙株式会社、ウーマンスタッフ株式会社、株式会社松本コロタイプ光芸社、
　カグクロ株式会社、松江バイオマス発電株式会社、リーベックス株式会社、株式会社八光社、
　国際チャート株式会社、株式会社ビックスリー、不二工芸印刷株式会社、株式会社広田紙工、
　株式会社サンレモン、寧波仲林文化用品有限公司、仲林（寧波）商業有限公司

（２）非連結子会社の名称等
　①非連結子会社の名称

　　フエルネット株式会社、島根ナカバヤシサンワークス株式会社、
　NTK石岡ワークス株式会社、株式会社アロマイメージ、NCL VIETNAM CO.,LTD.、
　NAKABAYASHI USA, LTD.、PT MIRAI INTERNASIONAL INDONESIA

　②連結の範囲から除いた理由
　　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金（持分に見合う額）等
　はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社の数及び主要な会社等の名称

　該当事項はありません。
（２）持分法を適用しない非連結子会社の名称等

①　非連結子会社
　フエルネット株式会社、島根ナカバヤシサンワークス株式会社、
NTK石岡ワークス株式会社、株式会社アロマイメージ、NCL VIETNAM CO.,LTD.、
NAKABAYASHI USA, LTD.、PT MIRAI INTERNASIONAL INDONESIA

②　持分法を適用しない理由
　持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益および利益剰余金（持分に見合う額）等に
及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、
持分法の適用から除外しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、寧波仲林文化用品有限公司及び仲林（寧波）商業有限公司の決算日は12月31日、ウーマンス
タッフ株式会社の決算日は３月15日であります。連結計算書類の作成にあたっては、各社の決算日現在の計算書類
を使用しております。
　また、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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連結注記表

４. 会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券（その他有価証券）
（ａ）市場価格のない株式等以外のもの　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
（ｂ）市場価格のない株式等　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ　　時価法
③　棚卸資産　　主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　主に定率法
　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
　得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
　　また一部の国内連結子会社および在外子会社は、定額法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法
　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（主として５年）に基づく定額
　法を採用しております。

③　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産
　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
　所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（３）重要な引当金の計上基準
　①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　②賞与引当金
　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計
　上しております。

（４）退職給付に係る会計処理の方法
　①退職給付見込額の期間帰属方法

　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
　ては、給付算定式基準によっております。

　②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年～10年）による定額法
により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より翌連結会計年度から費用処理しております。

③　小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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（５）重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当
該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
①ビジネスプロセスソリューション事業

　印刷・データプリント・製本等のＢＰＯ事業、図書館ソリューション、データプリントサービス及び手帳
等の製造・販売や人材派遣を主な事業とし、これらの製品の販売又はサービスの提供については製品の引渡
時点又は役務の提供時点において支配が顧客に移転し、履行義務が充足することになります。製品の販売は
出荷時点から顧客への引渡時点までの期間が通常の期間であることから、原則として出荷時点で収益を認識
し、サービスの提供は役務の提供時点で収益を認識しております。

②コンシューマーコミュニケーション事業
　ノート、アルバム、ファイル、収納整理用品、ガジェット周辺用品、プリンタ用紙、チャイルドシート等
の製造・販売を主な事業とし、これらの製品の販売については製品の引渡時点において支配が顧客に移転
し、履行義務が充足することになりますが、出荷時点から顧客への引渡時点までの期間が通常の期間である
ことから、原則として出荷時点で収益を認識しております。
　また、顧客との契約に基づく製品と交換に受け取ると見込まれる金額は、約束された対価から値引きや割
戻し等のほか、運賃及び荷造費、販売促進費等の顧客に支払われる対価を控除して算定しております。
　これらに変動対価が含まれる場合は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消さ
れる時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めており
ます。

③オフィスアプライアンス事業
　シュレッダ、製本機、電子カルテワゴン、点滴スタンド等の製造販売やオフィス家具、木製家具等の販
売、古紙リサイクルを主な事業とし、これらの製品の販売については製品の引渡時点において支配が顧客に
移転し、履行義務が充足することになりますが、出荷時点から顧客への引渡時点までの期間が通常の期間で
あることから、原則として出荷時点で収益を認識しております。

④エネルギー事業
　木質バイオマス発電、太陽光発電を主な事業とし、これらの電力販売については顧客との契約において電
力を供給した時点で履行義務が充足したと判断し、発電量に応じて契約に定められた金額に基づいて収益を
認識しております。

（６）のれんの償却に関する事項
　のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間（３～５年）で均等償却しております。

（７）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、為替予約および通貨スワップについて、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利ス
ワップについて、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

　会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準等の適用指針の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第3１号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」
という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による連結計算
書類への重要な影響はありません。
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会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　繰延税金資産　603百万円　繰延税金負債　139百万円
 　（繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前金額は1,719百万円であり、ナカバヤシ株式会社の繰越欠損
 　金に対する繰延税金資産201百万円が含まれております。）

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
  　繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき、一時差異および税務上
の繰越欠損金（以下「一時差異等」）のスケジューリングおよび将来の合理的な見積可能期間の収益力に
基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの結果、回収可能性があると判断した将来減算一時差異およ
び税務上の繰越欠損金に対して計上しております。
　翌連結会計年度以降の一時差異等加減算前課税所得は、取締役会の承認を得た事業計画とその後の市場
環境を踏まえた成長率によって策定した事業計画に基づき、一定のストレスをかけて見積っております。
　当社では、現在までに想定しうる最善の予測に基づき事業計画を策定しておりますが、将来の不確実な
経済情勢や市場環境の変化等により、その見積りの前提に見直しが必要となった場合には、繰延税金資産
の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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建物及び構築物 2,376百万円
土地 636百万円
投資有価証券 485百万円
合計 3,499百万円

長期借入金（１年内返済分を含む） 2,285百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 42,308百万円

会社 場所 用途 種類 金額

当社 兵庫県養父市 事業用資産
建物及び構築物、

機械装置及び運搬具、
土地

４百万円

不二工芸印刷株式会社 埼玉県川口市 その他 のれん 107百万円

計 111百万円

連結貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

（１）担保に供している資産

（２）担保に係る債務

連結損益計算書に関する注記
１. 減損損失

　当社グループは当連結会計年度において、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上いたしました。

　当社グループは原則として、管理会計上の区分であるカンパニー単位ごとにグルーピングしておりま
す。なお、一部の連結子会社については、会社単位を基準としてグルーピングしております。また、遊
休資産及び貸与資産については、上記グループから区別したうえで個別物件ごとにグルーピングしてお
ります。

　　　当社のにんにくファーム事業の事業用資産については、収益性が低下しているため帳簿価額を回収可
　　能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　　　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。
　　　また、不二工芸印刷株式会社ののれんについては、当初計画していた収益の獲得が見込めなくなった
　　ことから、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。当該のれんの減損損失の金額には、
　　「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告
　　第７号）第32項の規定に基づくのれん償却額が含まれております。

　２.  関係会社清算損失
　　　当社は、2022年12月より当社の連結子会社である寧波仲林文化用品有限公司の解散に向けた資金手
　　当てを含む準備を進め、2023年１月５日開催の取締役会において同社を解散し清算することを決議い
　　たしました。これに伴い、当連結会計年度において、経済補償金112百万円、減損損失25百万円および
　　棚卸資産評価損25百万円等、合計で165百万円を関係会社清算損失として特別損失に計上しておりま
　　す。
　　　減損損失については、解散及び清算決議に伴い、事業用資産（機械装置および運搬具、その他）の帳
　　簿価額を回収可能価額まで減額しております。
　　　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。
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株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 28,794,294株 －株 －株 28,794,294株

決　　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 328百万円 12.00円 2022年３月31日 2022年６月27日

決　　議 株式の種類 配当金
の総額 配当の原資 １株当たり

配当額 基準日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会 普通株式 328百万円 利益剰余金 12.00円 2023年３月31日 2023年６月26日

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 1,420,245株 1,882株 34,023株 1,388,104株

3.  独占禁止法関連損失
 　当社は、2022 年３月３日、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令書および課徴金納
付命令書を受領いたしました。当連結会計年度において、追加的な損失額として92百万円を独占禁止法 
関連損失として特別損失に計上しております。
　また、日本年金機構（以下「機構」）より2023年３月２日に「不正行為に係る損害賠償請求の方針
について」と題する文書等により通知を受けており、2023年３月27日開催の取締役会において、機構
からの請求額を支払うことを決議いたしましたので、当連結会計年度において、独占禁止法関連損失と
して945百万円（遅延損害金含む）を特別損失に計上しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 発行済株式の総数

２. 配当に関する事項
（１）配当金支払額

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
　次のとおり、決議を予定しております。

３. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注１）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであります。
（注２）普通株式の自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少33,826

株、単元未満株式の買増請求等に伴う売却による減少197株によるものであります。
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区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額
投資有価証券※2 2,489 2,489 －

資　産　計 2,489 2,489 －
長期借入金（１年内返済予定を含む） 13,872 13,823 △49

負　債　計 13,872 13,823 △49
デリバティブ取引※3、※4 14 14 －

区分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
非上場株式 246
非連結子会社株式 98

合計 345

金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、設備資金計画に照らして、必要な資金を銀行借入にて調達しております。一時的な余資は安全
性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金は銀行借入にて調達しております。デリバティブは、後述する
リスクを回避するために利用しており、投機目的の取引は行わない方針であります。
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
　当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うととも
に、主な取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制としています。
　投資有価証券に分類される株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業
の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。またその一部には、商品等の輸入に伴
う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
　デリバティブ取引については、外貨建営業債務の為替の変動リスクをヘッジするため、先物為替予約取引を利用
しております。なお、為替相場の状況により、１年を限度として、輸入に係る予定取引により確実に発生すると見
込まれる外貨建営業債務に対する先物為替予約等を行っております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引制限を定めた社内規定に基づき行っております。また、デリバ
ティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
　また営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作
成するなどの方法により管理しています。

２. 金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

※１ 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、
「短期借入金」、「未払金」および「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額

に近似するものであることから、記載を省略しております。
※２ 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

※３ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は
（ ）で表示する方法によっております。

※４ 外貨建金銭債権債務等に割り当てたデリバティブ取引について、ヘッジ対象として一体として取扱い、当該
デリバティブ取引の時価をヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
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区 分
時 価

レ ベ ル 1 レ ベ ル 2 レ ベ ル 3 合 計

投資有価証券

その他有価証券

株式 2,410 － － 2,410

その他 78 － － 78

デリバティブ取引

通貨関連 － 14 － 14

資産計 2,489 14 － 2,504

区 分
時 価

レ ベ ル 1 レ ベ ル 2 レ ベ ル 3 合 計

長期借入金
（１年内返済予定を含む） － 13,823 － 13,823

負債計 － 13,823 － 13,823

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類
しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上額している金融商品
(単位：百万円)

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位：百万円)
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
　上場株式等は、相場価格を用いて評価しております。上場株式等は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類
しております。

長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

－ 13 －
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(1) 被取得企業の名称 日本通信紙株式会社

(2) 被取得企業の事業の内容 各種印刷・データプリントサービス・ＢＰＯ事業

(3) 企業結合を行った主な理由
当社グループのシナジーを最大限に発揮し、人材不足、働き方
改革など社会を取り巻くビジネス環境をトータルにサポートす
る『ＢＰＯ総合支援サービス』の展開を加速するためでありま
す。

(4) 企業結合日 2023年2月8日

(5) 企業結合の法的形式 現金を対価とする株式の取得

(6) 結合後企業の名称 変更はありません

(7) 取得した議決権比率

取得直前に所有していた議決権比率　　　  51.25％
追加取得した議決権比率　　　  48.75％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　   100.00％

取得の対価 現金及び預金 704百万円
取得原価 704百万円

企業結合等に関する注記
共通支配下の取引等
株式追加取得による日本通信紙株式会社の完全子会社化
１. 企業結合の概要

２. 実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取
引等のうち、非支配株主との取引として処理を行っております。

３. 子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

４. 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
（１）資本剰余金の主な変動要因

　子会社株式の追加取得
（２）非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

　428百万円

－ 14 －
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報告セグメント
その他
(注)１ 合計

ビジネスプロセス
ソリューション事業

コンシューマー
コミュニケーション

事業

オフィス
アプライアンス

事業
エネルギー事業 計

一般法人 22,917 4,397 4,477 1,434 33,227 21 33,248

流通 613 16,605 2,557 － 19,775 6 19,782

官公庁 3,477 11 31 － 3,520 0 3,521

金融 572 212 231 － 1,016 9 1,026

学校 1,085 24 3 － 1,114 － 1,114

その他 2,473 313 92 － 2,879 8 2,888

顧客との契約から生じる収益 31,139 21,565 7,394 1,434 61,534 46 61,581

外部顧客への売上高 31,139 21,565 7,394 1,434 61,534 46 61,581

１. １株当たり純資産額 956円15銭
２. １株当たり当期純損失（△） △24円33銭

 

賃貸等不動産に関する注記
　金額的重要性がないため、記載を省略しております。

収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

（注）１「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、野菜プラント事業及びにんにくフ
ァーム事業等を含んでおります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４．会計方針に関する事項（5）重要な収
益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　当社グループの契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略し
ております。
　また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

一株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（備考）連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に記載の金額は、表示単位未満
の端数を切り捨てて表示しております。

－ 15 －
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株主資本等変動計算書

（ 自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日 ）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計

当期首残高 6,666 8,740 12 8,753

当期変動額

特別償却準備金の積立

特別償却準備金の取崩

固定資産圧縮積立金の取崩

剰余金の配当

当期純損失（△）

自己株式の取得

自己株式の処分 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △0 △0

当期末残高 6,666 8,740 12 8,752

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
合 計事 業 拡 張

積 立 金
特 別 償 却
準 備 金

固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

配 当 準 備
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 1,177 100 4 202 65 2,900 2,616 7,066

当期変動額

特別償却準備金の積立 2 △2 －

特別償却準備金の取崩 △1 1 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △8 ８ －

剰余金の配当 △328 △328

当期純損失（△） △1,511 △1,511

自己株式の取得

自己株式の処分
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 0 △8 － － △1,832 △1,839

当期末残高 1,177 100 5 194 65 2,900 784 5,226

(単位：百万円)
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株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △723 21,762 662 1 664 22,426

当期変動額

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △328 △328

当期純損失（△） △1,511 △1,511

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 17 16 16
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 113 3 117 117

当期変動額合計 16 △1,823 113 3 117 △1,706

当期末残高 △706 19,938 776 5 781 20,720

(単位：百万円)

－ 17 －
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個別注記表

継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準および評価方法

①　子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法

②　その他有価証券
（ａ）市場価格のない株式等以外のもの
　　　決算日の市場価格等に基づく時価法
　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
（ｂ）市場価格のない株式等
　　　移動平均法による原価法

（２）デリバティブの評価基準および評価方法
時価法

（３）棚卸資産の評価基準および評価方法
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２. 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し
ております。

（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３. 引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上してお
ります。

（３）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事
業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により
費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より翌事業年度から費用処理しております。

４. 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点は以下のとおりであります。
（１）ビジネスプロセスソリューション事業

　印刷・データプリント・製本等のＢＰＯ事業、図書館ソリューション、データプリントサービス及び手帳等
の製造・販売を主な事業とし、これらの製品の販売又はサービスの提供については製品の引渡時点又は役務の
提供時点において支配が顧客に移転し、履行義務が充足することになります。製品の販売は出荷時点から顧客
への引渡時点までの期間が通常の期間であることから、原則として出荷時点で収益を認識し、サービスの提供
は役務の提供時点で収益を認識しております。

（２）コンシューマーコミュニケーション事業
　ノート、アルバム、ファイル、収納整理用品、ガジェット周辺用品、プリンタ用紙等の製造・販売を主な事
業とし、これらの製品の販売については製品の引渡時点において支配が顧客に移転し、履行義務が充足するこ
とになりますが、出荷時点から顧客への引渡時点までの期間が通常の期間であることから、原則として出荷時
点で収益を認識しております。
　また、顧客との契約に基づく製品と交換に受け取ると見込まれる金額は、約束された対価から値引きや割戻
し等のほか、運賃及び荷造費の顧客に支払われる対価を控除して算定しております。
　これらに変動対価が含まれる場合は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消され
る時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めておりま
す。

（３）オフィスアプライアンス事業
　シュレッダ、製本機、電子カルテワゴン、点滴スタンド等の製造販売やオフィス家具等の販売、古紙リサイ
クルを主な事業とし、これらの製品の販売については製品の引渡時点において支配が顧客に移転し、履行義務
が充足することになりますが、出荷時点から顧客への引渡時点までの期間が通常の期間であることから、原則
として出荷時点で収益を認識しております。

（４）エネルギー事業
　太陽光発電事業であり、これらの電力販売については顧客との契約において電力を供給した時点で履行義務
が充足したと判断し、発電量に応じて契約に定められた金額に基づいて収益を認識しております。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方
法と異なっております。

（２）ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処
理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

－ 19 －
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会計方針の変更に関する注記。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下 「時価算定会
計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
この変更による計算書類への重要な影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
１. 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産　238百万円
（繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前金額は859百万円であり、繰越欠損金に対する繰延税金資産201百万
円が含まれております。）

２. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき、一時差異及び税務上の繰越欠損金
（以下「一時差異等」）のスケジューリング及び将来の合理的な見積可能期間の収益力に基づく一時差異等加減算
前課税所得の見積りの結果、回収可能性があると判断した将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して計上
しております。
　翌事業年度以降の一時差異等加減算前課税所得は、取締役会の承認を得た事業計画とその後の市場環境を踏まえ
た成長率によって策定した事業計画に基づき、一定のストレスをかけて見積っております。
 　当社では、現在までに想定しうる最善の予測に基づき事業計画を策定しておりますが、将来の不確実な経済情勢
や市場環境の変化等により、その見積りの前提に見直しが必要となった場合には、繰延税金資産の金額に重要な影
響を与える可能性があります。
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建物 1,226百万円
土地 324百万円
投資有価証券 485百万円
合計 2,036百万円

長期借入金（１年内返済分を含む） 1,305百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 29,136百万円

松江バイオマス発電株式会社（金融機関借入債務） 354百万円

短期金銭債権 3,439百万円
短期金銭債務 3,428百万円

営業取引による取引高 7,837百万円
　売上高 3,064百万円
　仕入高 4,571百万円
　その他の営業費用 201百万円
営業取引以外の取引高 796百万円

場所 用途 種類 金額
兵庫県養父市 事業用資産 建物、機械及び装置、土地 4百万円

計 4百万円

貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

（２）担保に係る債務

３. 偶発債務
保証債務

（注）松江バイオマス発電株式会社に対する保証債務は、当社負担額を記載しており、他社負担額を含めた連
帯保証債務総額は590百万円であります。

４. 関係会社に対する金銭債権・債務

損益計算書に関する注記
１. 関係会社との取引高

　２．減損損失
　　　当社は当事業年度において、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上いたしました。

　　　当社は原則として、管理会計上の区分であるカンパニー単位ごとにグルーピングしております。また、遊休資産
　 　および貸与資産については、上記グループから区別したうえで個別物件ごとにグルーピングしております。
　　　 にんにくファーム事業の事業用資産については、収益性が低下しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額
　　 し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　　　 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。

３. 独占禁止法関連損失
　当社は、2022 年３月３日、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令書および課徴金納付命令書を
受領いたしました。当事業年度において、追加的な損失額として92百万円を独占禁止法関連損失として特別損失に
計上しております。
　また、日本年金機構（以下「機構」）より2023年３月２日に「不正行為に係る損害賠償請求の方針について」と
題する文書等により通知を受けており、2023年３月27日開催の取締役会において、機構からの請求額を支払うこ
とを決議いたしましたので、当事業年度において、独占禁止法関連損失として945百万円（遅延損害金含む）を特
別損失に計上しております。
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株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 1,420,245株 1,882株 34,023株 1,388,104株

繰延税金資産
未払事業税 10百万円
賞与引当金 61百万円
退職給付引当金 396百万円
繰越欠損金 609百万円
関係会社株式評価損 277百万円
投資有価証券評価損 23百万円
棚卸資産評価損 16百万円
関係会社出資金評価損 149百万円
長期未払金 1百万円
減損損失 28百万円
未払金 1百万円
その他 73百万円
繰延税金資産小計 1,651百万円
評価性引当額 △792百万円

繰延税金資産　合計 859百万円
繰延税金負債

前払年金費用 △201百万円
その他有価証券評価差額金 △324百万円
特別償却準備金 △2百万円
固定資産圧縮積立金 △85百万円
その他 △5百万円
繰延税金負債小計 △620百万円

繰延税金資産（負債）の純額 238百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
１. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注１）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加1,882株によるものでありま
す。

（注２）普通株式の自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少33,826
株、単元未満株式の買増請求等に伴う売却による減少197株によるものであります。

税効果会計に関する注記
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
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種類 会社等
の名称 所在地

資本金
または
出資金

事業の内容 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(注9) 科目 期末残高
(注9)

子会社 フ エ ル 販 売
株 式 会 社

堺市
東区 90

コンシューマー
コミュニケーション

関連製品等の卸販売業
(所有)

直接 100％
当社製品の販売

役員の兼任
コンシューマー

コミュニケーション
関連製品の販売（注1)

2,118 売掛金 924

子会社 島根ナカバヤシ
株 式 会 社

島根県
出雲市 40

日用紙製品・
ファニチャー及び
収納整理用品等の
製造並びに加工

(所有)
直接 100％

当社製品の製造
役員の兼任

日用紙製品・ファニ
チャー及び収納整理
用品等の製造（注2)

3,123 未払金 1,193

建物等の賃貸（注3) 302 ― ―

子会社 不二工芸印刷
株 式 会 社

埼玉県
川口市 24 パッケージの企画、

印刷、加工、販売
(所有)

直接 100％
当社製品の販売

役員の兼任 資金の貸付（注4, 5） 950 短期
貸付金 950

子会社 リ ー マ ン
株 式 会 社

愛知県
愛西市 100 チャイルドシート等の

製品の製造販売
(所有)

直接 100％
当社製品の販売

役員の兼任 資金の貸付（注4） 750 短期
貸付金 750

子会社 日 本 通 信 紙
株 式 会 社

東京都
文京区 228

各種印刷・
データプリントサービス・

ＢＰＯ事業
(所有)

直接 100％ 当社製品の販売 資金の貸付（注4） 384
長期

貸付金
（注8）

490

子会社 株 式 会 社
ミ ヨ シ

東京都
台東区 10

パソコン周辺用品、
スマホ・タブレット
関連用品の製造販売

(所有)
直接 100％

当社製品の販売
役員の兼任 資金の借入（注4） 600 短期

借入金 600

子会社 株 式 会 社
サ ン レ モ ン

東京都
豊島区 10

ぬいぐるみ及び
マスコット、バッグ等の

製造、卸販売
（所有）

直接 100％
当社製品の製造

役員の兼任 資金の借入（注4） 500 短期
借入金 350

子会社 松江バイオマス
発 電 株 式 会 社

島根県
松江市 400 木質バイオマス

発電事業
(所有)

直接 55％ 当社製品の販売 金融機関借入債務に
対する保証（注6） 354 ― ―

子会社 寧 波 仲 林 文 化
用 品 有 限 公 司

浙江省
寧波

保税区
1,033 日用紙製品等の製

造販売並びに加工
（所有）

直接 100％
当社製品の製造

役員の兼任
増資の引受
（注７） 513 ― ―

１. １株当たり純資産額 756円05銭
２. １株当たり当期純損失（△） △55円16銭

関連当事者との取引に関する注記
１. 当社の子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）コンシューマーコミュニケーション関連製品等の販売については、市場価格を勘案して決定しております。
（注２）日用紙製品・ファニチャー及び収納整理用品等の製造については、当社製品の市場価格から算定した価

格、及び島根ナカバヤシ株式会社から提示された総原価を検討の上、決定しております。
（注３）建物等の賃貸については、建物等の減価償却費、保険料、金利等を勘案して毎年賃貸料金額を決定しております。
（注４）資金の貸借取引を行っており、取引金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
（注５）不二工芸印刷株式会社への貸付金に対し、71百万円の貸倒引当金を計上しております。なお、当事業年度

において71百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
（注６）松江バイオマス発電株式会社に対する保証債務は、当社負担額を記載しており、他社負担額を含めた連帯

保証債務総額は590百万円であります。
（注７）増資の引受は、子会社が行った増資を全額引き受けたものであります。
（注８）期末残高には１年内回収予定の長期貸付金84百万円を含めております。
（注９）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　収益認識に関する注記」
に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

一株当たり情報に関する注記

－ 23 －



2023/05/26 10:20:44 / 23986817_ナカバヤシ株式会社_招集通知

個別注記表

 

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（備考）貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り
捨てて表示しております。
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